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１．基本方針 

１．１ 目的 

北九州港事業継続計画【台風・高潮編】(以下「北九州港ＢＣＰ【台風編】」とい

う)は、大規模な台風・高潮・暴風による危機的事象の発生時においても、港湾関係

者が初動時の対応や緊急物資輸送、企業物流貨物輸送への対応を迅速かつ的確に行う

ことによって、港湾施設の早期復旧と港湾機能の低下に伴う、市民生活や地域経済活

動への影響を最小限に抑えることを目的とする。 

このため、北九州港ＢＣＰ【台風編】においては、港湾関係者の役割や対応の手順、

復旧の目標等を明確化するとともに、１．２基本方針に基づいて、港湾関係者が連携・

協働して取組むものとする。 

災害時においても、背後圏域の経済活動を支えるために港湾の機能を維持・継続す

ることが不可欠である。また港湾は、海上輸送による緊急物資輸送の拠点としても、

機能を発揮することが強く期待されている。 

災害発生後においても港湾が機能するためには、社会資本としての港湾（航路、岸

壁、道路等）の機能だけでなく、海運事業者や港湾運送事業者等の民間事業者や関係

行政機関等の機能が維持されることが必要である。そのためには港湾関係者が情報を

共有し、共通の目標に向かって、それぞれの役割に応じた対応を速やかに行う必要が

ある。 

図 1.1.1 北九州港事業継続計画のイメージ 
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１．２ 基本方針 

北九州港の物流機能を継続するため、以下の方針に基づいて関係者が連携・協働し

て各種対策を講じていく。 

① 危機的事象の直前・発生後、港湾関係者間において情報の共有・伝達が円滑に図

れるように事前に連絡体制を構築する。 

② 目標復旧時間に即した港湾機能の復旧を迅速・的確に行うため、港湾関係者間に

おいて行動計画を共有する。 

③ 北九州港ＢＣＰ【台風編】は、現時点の情報を基に被害想定や対応計画を策定し

たものであるため、新たな情報や知見が得られれば、適宜見直しを行っていく。 

本ＢＣＰの基本的な考え方を図 1.2.1 に示す。台風・高潮等の危機的事象が発生す

ると、図の「予想復旧曲線（青色）」で示すように、事象発生時、港湾機能は大きく

低下し、時間を追うごとに徐々に復旧していく。一方、高潮の発生は台風の接近に伴

い事前に予測されることから、直前予防対応を取ることで、図の「港湾ＢＣＰによる

復旧曲線（茶破線）」で示すとおり、早期に一定の港湾機能の復旧を図るものである。 

図 1.2.1 港湾ＢＣＰの導入効果（風水害など事前に予見される災害の場合）
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１．３ 対象とする危機的事象 

北九州港ＢＣＰ【台風編】において対象とする危機的事象は、以下のとおりとする。 

台風・高潮：北九州港で高潮と高波によるコンテナの流出、護岸の決壊など

甚大な災害をもたらした平成 11 年 9 月 24 日の台風第 18 号相当

の台風・高潮。 

本ＢＣＰの対象とする危機的事象は平成 11年台風第 18号相当の台風・高潮とする。

平成 11 年台風第 18 号では、9月 24 日早朝に九州西岸に上陸後、九州を横断し周防灘

に抜け、午前 8 時頃北九州市に最接近し、新門司地区、白野江地区、太刀浦地区を中

心に甚大な高潮災害をもたらした。 

なお、北九州市地域防災計画では、「第 2 章第 2 節 高潮災害の予防」において、

福岡県が公表する想定最大規模の高潮浸水想定区域に加え、平成 11 年の台風第 18 号

による高潮被害を参考にすることとなっている。 
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表 1.3.1 平成 11 年 9月 24 日午前 8時時点の台風第 18号概況 

中心気圧 950hPa 

中心位置 北緯 33 度 80 分 東経 131 度 20 分 

中心付近の最大風速 40m/s 

進行方向と速度 北北東 毎時 50km 

最大瞬間風速 山口県下関市 午前 7時 24 分 41.9m/s 

図 1.3.1 平成 11 年台風第 18 号経路図（9月 24 日午前 8時時点） 
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【参考資料】「福岡県高潮浸水想定区域図（豊前豊後沿岸）」（令和元年 12 月公表） 

福岡県高潮浸水想定区域図は、平成 27 年 5 月に一部改正された水防法に基づき、「想

定し得る最大規模の高潮」（室戸台風相当の中心気圧(900hPa)と伊勢湾台風相当の移動

速度（時速 73km）、半径(75km)）を前提としている。台風経路についても各沿岸で潮位

偏差（潮位と天文潮位の差）が最大となり、施設では防ぐことができない 500 年～数千

年に一度の確率で襲来するような最悪の台風被害を想定したものである。 

このため、本ＢＣＰではこの高潮浸水想定区域を被災想定と避難行動の一つの目安と

して取り扱うものとする。 

福岡県において策定された高潮浸水想定区域図（豊前豊後沿岸）の最大浸水深分布の

想定規模を図 1.3.2(1)に示す。 

「福岡県高潮浸水想定区域図」のリンク先アドレス 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokakentakashio.html 
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図 1.3.2(1) 福岡県豊前豊後沿岸での想定最大規模高潮による最大浸水深分布 

図 1.3.2(2) 高潮浸水想定区域図における用語の定義 
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１．４ 優先する港湾機能 

北九州港ＢＣＰ【台風編】において、優先的に機能継続を図る必要がある港湾機能

（重要機能）は、以下のとおりとする。また、これらに接続する航路、泊地及び臨港

道路も優先的に機能継続を図るものとする。 

 緊急物資輸送   ：①砂津地区臨海部防災拠点（浅野 1～２号岸壁） 

：②新門司フェリー基地（新門司フェリー１～４号岸壁、 

新門司 5号岸壁） 

 企業物流貨物輸送 ：①コンテナターミナル（太刀浦・ひびき） 

：②フェリーターミナル（新門司フェリー１～４号岸壁、 

新門司 5号岸壁、浅野 2号岸壁） 

：③RORO ターミナル（田野浦、新門司） 

：④その他早期復旧が必要な係留施設（油槽所など） 

図 1.4.1 北九州港の岸壁等位置図 
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１．５ 対象とする範囲 

北九州港ＢＣＰ【台風編】は、海上輸送ルートの確保を主な目的としたものである

ことから、対象範囲は、北九州港港湾区域から『優先する港湾機能』（１．４参照）

を経由し、北九州市地域防災計画に位置付けられている緊急輸送道路に至るまでの区

間とする。（図 1.5.1～12） 

図 1.5.1 拡大図（新門司南）             図 1.5.2 拡大図（新門司北） 

図 1.5.3 拡大図（太刀浦）               図 1.5.4 拡大図（田野浦） 

図 1.5.5 拡大図（西海岸）               図 1.5.6 拡大図（砂津） 
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図 1.5.7 拡大図（日明）               図 1.5.8 拡大図（響灘西） 

図 1.5.9 拡大図（油槽所・田野浦）         図 1.5.10 拡大図（油槽所・砂津） 

図 1.5.11 拡大図（油槽所・日明）  
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図 1.5.12 重要機能に接続する航路、泊地等 
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２．実施体制 

２．１ 連絡会の構成 

北九州港ＢＣＰ【台風編】の策定主体及びマネジメント活動の実施主体となる北九

州港事業継続推進連絡会（以下「連絡会」という）を設置し、継続的に運営していく。 

連絡会の事務局は、国土交通省九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所第一工

務課及び北九州市港湾空港局港営課に置く。 

表 2.1.1 連絡会の構成 

※オブザーバー：第七管区海上保安本部、関門航路事務所、下関市港湾局

２．２ 連絡会の目的 

連絡会設置は以下の事項の実施を目的としている。 

①北九州港ＢＣＰ【台風編】の策定を推進するとともに、関係者個々のＢＣＰ導

入を促進する。 

②的確な対応計画や、マネジメント計画の策定、並びに、各種マネジメント計画

を確実に実施ができるよう、情報共有や調整等を行う。 

③北九州港ＢＣＰ【台風編】の策定やマネジメント計画の実施を通じて、関係者

間のネットワーク強化を図ること。 

２．３ 情報連絡体制 

必要に応じて、各機関が連携を図れるよう、あらかじめ連絡体制表を作成する。 

各機関は、本計画におけるそれぞれの役割を果たすため、あらかじめ業務継続計画

門司海上保安部 関門港運協会

若松海上保安部 小倉地区港運協会

九州運輸局　福岡運輸支局 洞海港運協会

財務省　門司税関 八幡港友会

国土交通省 関門水先人会

　北九州港湾・空港整備事務所 内海水先人会

北九州市　危機管理室 新門司港利用関係者業務連絡会

北九州市　港湾空港局 北九州埠頭㈱

国土交通省九州地方整備局 関門コンテナターミナル㈱

　北九州港湾・空港整備事務所第一工務課 ひびきコンテナターミナル㈱

北九州市港湾空港局 北九州港湾建設協会

　港営部港営課 柴田砕石工業㈱

東西オイルターミナル㈱北九州油槽所

組織名 組織名

事務局

行政機関

７機関

関係団体
企業

１３機関
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等を策定し、それに則って対処行動を行う。 

被災時、効率的な対処行動をとるためには、施設の被害状況及び復旧状況等の情報

を得ることは必要不可欠である。そのため、各機関がスムーズな復旧活動を行えるよ

うに、下記のとおり連絡体制表を作成する。

図 2.3.1 連絡体制表（令和３年 4月現在） 

FAX　　６１６－０９６２

FAX　　７７１－３２３０ FAX　　７５２－０８８９

港　運

八幡港友会

事務局長

電話　　６１６－０９６１

洞海港運協会 ひびきコンテナターミナル㈱

事務局長 管理部 部長

電話　　７６１－３５９６ 電話　　７５２－０８８８

FAX　　５８２－６２６２ FAX　　３３１－６３８８ FAX　078-391-7180 電話　　５８１－０２８１ FAX　　３４１－８３３８

FAX　　５８１－０２８４港　運 埠　頭

事務局長 取締役統括部長 業務部次長 東西オイルターミナル㈱北九州油槽所 部　長

電話　　５８２－６２８８ 電話　　３３１－７１９０ 電話　078-391-7189 所　長 電話　　３４１－８２３１

港　運 埠　頭 水　先 建設関係（砕石）

小倉地区港運協会 関門コンテナターミナル（株） 内海水先区水先人会 油槽所 柴田砕石工業㈱

電話　　３２１－７２３１ 電話　　３３１－０３９２ 電話　　３３２－２３８４ 電話　　４８１－６７８１ 電話　　７５１－０３５０

FAX　　３２１－７２３４ FAX　　３３１－０３９４ FAX　　３３２－５２３４ FAX　　４８３－１１００ FAX　　７５１－０８３７

関門港運協会 北九州埠頭（株） 関門水先区水先人会 新門司港利用関係者業務連絡会 北九州港湾建設協会

事務局長 専務取締役 業務課長 阪九フェリー株式会社 事務局長

電話　　３２１－５９３２ 電話　　３２１－５９７５

FAX　　３３１－５５０１ FAX　　３２１－５９１５

港　運 埠　頭 水　先 フェリー 建設関係

市・港湾空港局 市・港湾空港局

港営課 (事務局) 整備課

課　長 課　長

電話　　５８２－２１１０ 電話　　３２１－５９１１ 電話　　３２１－５９４１ 電話　　３２１－５９６７

FAX　　５８２－２１１２ FAX　　３２１－５９１５ FAX　　３２１－５９３６ FAX　　３２１－５９１５

危機管理課 総務課 物流振興課 計画課

防災企画担当課長 課　長 課　長 課　長

FAX　　３２２－５５２５ FAX　　３２２－２７１１ FAX　　３３２－５３３６ FAX　　３３１－１１６８ FAX　　７５１－２５７７

市・危機管理室 市・港湾空港局 市・港湾空港局 市・港湾空港局

第一工務課 課長 首席運輸企画専門官 総務課長 航行安全課長 航行安全課長

電話　　３２１－４６３４ 電話　　３２２－２７００ 電話 ０５０－３５３０－８３０６
電話　　３２１－０３９８
（内線３７７３）

電話　　７６１－４２００

国土交通省 九州運輸局 財務省 海上保安部 海上保安部

北九州港湾・空港整備事務所 福岡運輸支局 門司税関 門司海上保安部 若松海上保安部
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３．想定被害と回復目標 

３．１ 港湾施設等の想定被害（脆弱箇所）の把握

【想定被害（脆弱箇所）】 

危機的事象：本市に甚大な被害をもたらした平成 11 年台風第 18 号相当規模の台風・

高潮 

・コンテナターミナル：荷役機械の利用停止（写真①） 

コンテナのヤード外への流出（写真②）ヤード内での転倒 

トラックスケール（計量台）の利用停止 

・臨港道路     ：道路の損傷（写真③） 

コンテナ、倒木等の散乱による通行不能 

・管理事務所等建物 ：海水の浸水による機能停止（電気配線、水道、水洗など） 

上屋の損傷（写真④） 

・その他の埠頭   ：蔵置貨物の浸水、流出・倉庫等建築物の損傷  

平成 11 年 9 月 24 日の台風第 18 号の接近は満潮と大潮が重なり、さらに東からの強

風による風浪により、太刀浦地区、周防灘側の門司区、小倉南区を中心に極めて異常

な高潮による災害が発生した。 

その結果、荷役機械の浸水や各地区に保管されていた空コンテナの一部が海やヤー

ド外に流出し、岸壁や臨港道路などの港湾施設が機能停止となった。また管理事務所

および上屋内に海水が浸入するなどし、建物が損傷、機能停止する被害が発生した。 

表 3.1.1 平成 11 年台風第 18 号 被害の概要 

場  所 
太刀浦 

第１CT 

太刀浦 

第 2CT 

田野浦埠頭

(当時 CT) 
合 計 

地 盤 高 5.7m 5.5～6.0m 5.2m 一 

冠水水位 約 20～30cm 約 20～30cm 約 100cm 一 

ヤード外への 

流出コンテナ数 

20ft 2 個 なし 56 個 58 個 

40ft なし なし 16 個 16 個 

ヤード内の転倒・傾

倒・移動コンテナ数

20ft 48 個 35 個 181 個 264 個 

40ft 104 個 35 個 205 個 344 個 

冠水による 

ストラドルキャリア被害 
15 台 13 台 3 台 31 台 
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表 3.1.2(1) 平成 11 年台風第 18号の被災状況 

太刀浦第 1 コンテナターミナル 

コンテナターミナル 

· 一帯が浸水。数十本のコンテナが散乱、流出。（写真②） 

· コンテナが蔵置レーン外に散乱。ストラドルキャリアが走行できない

レーンが 53 レーン。 

臨 港 道 路 
· 太刀浦幹線 1号道路、太刀浦 1号道路等に数本の空コンテナが

散乱。交通に支障をきたす。 

ガントリークレーン 

· 高潮により給電ケーブルが巻上げられる。 

· 走行モーターが塩水に浸かったため、耐圧検査や洗浄が必要とな

った。 

管 理 事 務 所 

· ガラス窓を破り、海水が侵入。 

· 管理室の電気配線が浸水したため、1階のセキュリティモニター

（第一警備保障）、エレベーターがストップ。 

· 全館の水道、水洗が使用不能。 

· 空調室外機が作動不能。 

上  屋 · 暴風により太刀浦 1号上屋の屋根 2か所破損。 

ガントリークレーン

浸 水

太刀浦1号上屋

管理事務所

太刀浦1号道路

太刀浦幹線1号道路

太刀浦9号岸壁
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表 3.1.2(2) 平成 11 年台風第 18号の被災状況 

太刀浦第２コンテナターミナル 

コンテナターミナル 

· 一帯が浸水。数十本のコンテナが散乱。 

· コンテナが蔵置レーン外に散乱。ストラドルキャリアが走行できないレー

ンが多数。 

· 冷凍コンセント盤が 2か所損傷。 

· ゲート、フェンスが高潮により倒壊。台風後、多数の釣人がコンテナター

ミナル内に侵入。 

· トラックスケール（計量台）のピットに海水が侵入。 

臨 港 道 路 

· 太刀浦幹線 2号道路等に数十本の空コンテナが散乱。交通に支障を

きたす。 

· 太刀浦 34号道路が高潮により陥没。ひび割れ多数。（写真③） 

ガントリークレーン 
· 高潮により給電ケーブルが巻上げられる。 

· 走行モーターが塩水に浸かったため、耐圧検査や洗浄が必要となる。 

上   屋 
· 太刀浦 5号上屋の海側扉 4か所が破損。内部に海水が流入し、荷が

散乱。（写真④） 

ガントリークレーン

浸 水

太刀浦5号上屋

太刀浦34号道路

太刀浦幹線２号道路

トラックスケール
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表 3.1.2(3) 平成 11 年台風第 18号の被災状況 

田野浦 RORO ターミナル 

RORO ターミナル 
· 一帯が浸水。 

· トラックスケール（計量台）のピットに海水が侵入。 

田 野 浦 船 だまり 

· 組合員事務所床上浸水。 

· 漁船 2隻沈没。 

· 船だまり内に空コンテナ 1個侵入。 

浸 水

田野浦船だまり
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図 3.1.1 平成 11 年台風第 18 号時の北九州港の被災状況写真 

①ガントリークレーンの浸水 

（太刀浦第 2 コンテナターミナル）

③道路の陥没（太刀浦 34号道路）

②流出したコンテナ（太刀浦９号岸壁）

④上屋の破損（太刀浦 5号上屋）



18 

３．２ 想定される復旧過程

災害時行動計画を検討するため、過去の復旧の取組み（表 3.2.1）を参考に、緊急

物資及び企業物流貨物の輸送開始時期については、以下の状況を想定する。 

① 直前予防対応（5 日前～暴風（高潮）警報発令まで）の実施 

② ３日（各世帯の備蓄物資が無くなる）以内に緊急物資輸送の開始 

③ ７日以内に企業物流貨物輸送の開始 

（１）復旧活動のイメージ 

図 3.2.1 港湾ＢＣＰ導入による復旧活動のイメージ

緊急物資輸送施設の 

応急復旧完了 

① 砂津地区臨海部防災拠点

② 新門司フェリー基地 

企業物流貨物輸送施設の 

応急復旧完了 

① コンテナターミナル 

② フェリーターミナル 

③ RORO ターミナル 

④ その他早期復旧が必要な係留施設 
事象発生

許容限界
７日

許容限界
３日

時間軸

復旧

事後
（初動対応＆事業継続対応）

事前
（事前対応＆直前予防対応）

直前予防対応
100%

港

湾

機

能

直前予防対応のため

に港湾機能を一時的

に中断する

予想復旧曲線以上

に復旧し、事業を

継続させる

許容させる時間内に

一定の港湾機能を復

旧させる

予想復旧曲線
※港湾ＢＣＰ未策定で、危機的事象への備えも未実施の場合
港湾ＢＣＰによる復旧曲線
※港湾ＢＣＰを策定し、危機的事象への備えを実施している場合

目標

約5日前

直前予防対応を行い、港湾機能の低下を防ぐ
・コンテナの段落とし、固縛
・荷役機械の避難場所への移動等

緊急物資

輸送開始

企業物流貨物

輸送開始

目標７日以内目標３日以内
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（２）過去の復旧の実態 

発災から復旧までの概要について、平成11年台風第18号時の復旧の概要を表3.2.1

に示す。 

表 3.2.1 平成 11 年台風第 18 号 復旧の概要 

施設名 
太刀浦 

第 1CT 

太刀浦 

第 2CT 

田野浦埠頭 

(当時 CT) 

新門司 

フェリー 

ターミナル

9月 24 日

(発災日)

（1日目）

海上保安部  ：早靹瀬戸調査 

海上自衛隊  ：中央水道、北水道調査 

国土交通省  ：第 35明神丸による警戒・浮遊物回収作業(～25 日)

関門航路事務所：太刀浦岸壁、田野浦岸壁調査 

港運業者   ：タグ 2隻による警戒・浮遊物回収作業(～25 日) 

(フェリー会

社)岸壁付近

の漂着ごみ

撤去 

25 日 

（２日目）

  2 号岸壁制限解除  

協会のタグ 3隻による警戒・回収作業  

27 日 

（４日目）

ガントリークレーン

2基復旧 

新門司泊地

内に漂流し

ている木柵

撤去 
30 号～33 号岸壁を除いて入港喫水制限  

28 日 

（５日目）

7号、8号岸壁 

制限解除 

ガントリークレーン

1基復旧 

ガントリークレーン

1基復旧 

30 日 

（７日目）

2号～6号岸壁 

制限解除 

ガントリークレーン

1基復旧 

3 号～8号岸壁 

制限解除 

10 月 1 日

(８日目)

ガントリークレーン

1基復旧 

4 日 

（11日目）

ガントリークレーン

1基復旧 

(JR 貨物) 

臨港鉄道再開 

5 日 

（12日目）

9号～16号岸壁 

制限解除 

17 号～29 号、 

35 号～42 号岸壁 

制限解除 
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３．３ 災害時行動の全体像と港湾機能の回復目標 

災害時行動計画の全体像を検討し、以下のとおり時間目標を設定する。 

①直前予防対応 

時間目標 ：台風接近の約 5 日前から対応を開始 

②緊急物資輸送活動 

時間目標 ：３日以内に緊急物資輸送の開始 

③企業物流貨物輸送活動 

時間目標 ：７日以内に企業物流貨物輸送の開始 

① 直前予防対応 

台風の接近については、予め気象庁等からの進路予想に基づき事前に暴風、高潮

等の災害発生の恐れがあることを予見でき、事前準備を整えることが可能である。

このため、各主体が必要な直前予防対応を取る。 

② 緊急物資輸送活動 

・ 災害時においては、緊急物資を円滑に輸送することを目的に、北九州港に就航す

るフェリー運航会社との間で、「災害時における船舶での輸送等の協力に関する

協定」を締結している。 

・ 海上からの緊急物資輸送活動は、地域防災計画において被災時、優先して復旧を

行う可能性が最も高い砂津地区臨海部防災拠点、協定に基づく新門司フェリー基

地の使用を前提として行う。 

・ 緊急物資の陸上輸送も可能となるよう、緊急輸送道路に至る臨港道路の点検・応

急復旧を行う。 

表 3.3.1 緊急物資輸送の回復目標 

対 象 施 設 

① 砂津地区臨海部防災拠点（浅野 1～２号岸壁） 

② 新門司フェリー基地（新門司フェリー１～４号岸壁、 

新門司 5号岸壁） 

復 旧 時 間 3 日以内 

復旧レベル 荷役に支障のない程度に応急復旧を行い、輸送ルートを確保する。
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③ 企業物流貨物輸送活動 

・ 応急復旧によって利用可能になった岸壁、ヤードを利用分担することで企業物流

の貨物輸送を実現する。 

・ 企業物流貨物の陸上輸送も可能となるよう、緊急輸送道路に至る臨港道路の点

検・応急復旧を行う。 

表 3.3.2 企業物流貨物輸送の回復目標 

注）福岡県高潮浸水想定区域で想定される大規模な浸水被害が発生した場合には、

応急復旧とは別に本復旧までに長期間を要することがある。 

対 象 施 設 

① コンテナターミナル（太刀浦・ひびき） 

② フェリーターミナル（新門司フェリー１～４号岸壁、 

新門司 5号岸壁、浅野 2号岸壁） 

③ RORO ターミナル（田野浦、新門司） 

④ その他早期復旧が必要な係留施設（油槽所など） 

復 旧 時 間 ７日以内 

復旧レベル 荷役に支障のない程度に応急復旧を行い、輸送ルートを確保する。
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４．対応計画

４．１ 発動基準 

気象庁の発表する「早期注意情報（警報級の可能性）」において、翌日から 5日先

までに「警報級の可能性」が発表され、北九州港の港湾施設等に甚大な被害が発生し、

又は発生するおそれが予想される場合。 

週間天気予報（毎日 11 時、17 時発表）や天気予報（毎日 5時、11 時、17 時発表）

に合わせて、気象庁から翌日～5日先までの「早期注意情報（警報級の可能性）」（図

4.1.1）が発表され、北九州港の港湾施設等に甚大な被害が発生し、又は発生するおそ

れが予想される場合を発動基準とする。また、この段階を次項４．２直前予防対応の

「フェーズ①」とする。 

北九州港に接近する台風において「早期注意情報（警報級の可能性）」の「高」や

「中」（図 4.1.2）が発表された場合、各連絡員は気象庁から発表される台風情報を随

時確認し、事務局と協議の上、事前防災行動等の準備を開始する。 

なお「早期注意情報（警報級の可能性）」については、雨、風、雪、波を対象に発

表されるものであり、潮位を対象としていないことから、気象注意報と合わせて気象

庁から発表される「府県気象情報」や「危険度を色分けした時系列」（図 4.1.3）など

を確認し、フェーズ②、フェーズ③の発動基準とする。 

「気象庁（知識・解説）」のリンク先アドレス 

「https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/prob_warning.html」 

図 4.1.1 【イメージ】早期注意情報（警報級の可能性） 
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図 4.1.2 警報級の可能性「高」及び「中」の利活用イメージ 

図 4.1.3 【イメージ】危険度を色分けした時系列 
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４．２ 直前予防対応 

突発的に発生する地震や津波とは異なり、台風等に伴う高潮や暴風については進路

予想等に基づき避難や準備のための直前予防対応を確保できるため、連絡会構成員は

事前の防災行動を取ることにより、被害の軽減に努める。具体的な事前対策や作業時

間を考慮した直前予防対応（フェーズ別高潮・暴風対応計画）を表 4.2.1 に、事前防

災行動を表 4.2.2、実施事例を図 4.2.1、港湾施設のハード対策事例を図 4.2.2 に示

す。 

（１）フェーズ別の対応 

高潮・暴風対応計画は、国土交通省策定の「港湾の堤外地における高潮リスク低

減方策ガイドライン」(平成 31 年 3 月)に基づき、タイムラインを下記の３段階のフ

ェーズに区分する。 

フェーズ①：気象庁から警報級の可能性のある台風発生の発表 

準備・実施段階（台風最接近の５～１日前） 

フェーズ②：強風（高潮）注意報が発表された段階 

状況確認段階（台風最接近の１日～半日程度前） 

フェーズ③：暴風（高潮）警報が発表された段階 

行動完了段階（台風最接近の半日～６時間程度前） 

なお、連絡会構成員はフェーズに応じた直前予防対応を行う。（表 4.2.1） 

（２）災害が予見される場合の事前防災行動（コンテナターミナル） 

· 太刀浦・ひびきコンテナターミナルにおける事前防災行動（表 4.2.2） 

· 事前防災行動の実施事例     （図 4.2.1） 

· 港湾施設のハード対策実施事例     （図 4.2.2） 

（３）災害が予見される場合の事前防災行動（コンテナターミナル以外の港湾施設） 

フェリーターミナルや RORO ターミナルなどの岸壁・荷さばき地等においても、台

風等の襲来による高潮・暴風被害が想定される。その対策として、港湾管理者及び

港運事業者等が、事前に浸水リスクの低い箇所への車両等の退避や上屋・倉庫の閉

鎖、建物・電源施設周囲への土のう設置などの事前防災行動を実施する。 
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表 4.2.1 直前予防対応（北九州港フェーズ別高潮・暴風対応計画）

25

税関
海上
保安部

九州
運輸局

九州地方
整備局

北九州市
港湾空港局

北九州
港湾建設
協会

砕石会社
北九州埠頭
ＫＣＴ
ＨＣＴ

フェリー
会社

油槽所
港運
事業者

（港運協会）
水先人会

－１２０ｈ
（５日前）

－９６ｈ
フェーズ① （４日前）

・台風発生 準備・実施段階
　（警報級の可能性） －７２ｈ

（３日前）

－４８ｈ
（２日前）

－２４ｈ
（１日前）

・強風（高潮）注意報発表 フェーズ②
確認段階 ～

－１２ｈ
（半日前）

－１２ｈ
・暴風（高潮）警報発表 フェーズ③

完了段階 ～
・特別警報発表

－６ｈ

台風接近
・警報等解除 台風通過後の対応 ～高潮発生

～台風通過
～高潮収束

　（気象庁が発表する注意報・警報の発表だけでなく、関門港自然災害対策委員会の関門港台風対策等を踏まえるとともに、その他作業に要する時間等も勘案し、各機関が適切に行動開始のタイミングを判断する。）

・ 本対応計画は、警報級の台風等の接近により想定される標準的な防災行動項目を列記したものである。

・ 各機関は、台風等の状況によって時間軸や災害外力が変化するという認識の下、台風等の進路・強さ・速度等個々の気象状況や接近時間帯、高潮浸水の発生の可能性の有無、港内の活動状況等を総合的に勘案し、その都度、防災行動の内容や実施のタイミングについて

　責任を持って判断し、柔軟に対応する必要がある。（時間目安は、防災行動を開始する目安であり、強大な台風や夜間に警報級が予想されている場合などは適宜防災行動を繰り上げる。）

・本対応計画は、現時点までの検討結果を取りまとめたものであり、今後の訓練等の実施のほか、実際の台風来襲時に対応計画が十分に機能していたかを検証し、その結果に基づき、必要に応じて見直しを行うこと等により、適宜改善を図ることとする。

防災情報 フェーズ 時間目安

北九州港事業継続推進連絡会

・ フェーズ別高潮・暴風対応計画（以下、「対応計画」という。）は、連絡会の各機関が迅速かつ円滑な防災行動を効果的・効率的に行うための判断の参考として活用するツールである。

事前防災行動完了の確認、避難完了の確認

被害状況（目視による施設点検調査など）の情報収集、調査実施、情報共有

暴風が吹き始める前に事前防災行動を完了させる

・情報収集体制確立 ・防災担当職員の待機、参集指示 ・関係機関の担当職員の確認 ・一般職員への情報周知（交通機関の情報等）

防波堤等の監視・管理
（巡視等）

情報（気象・海象情報、海上安全情報、波浪推算情報など）の収集及び共有【随時更新】

体制の構築・確認（災害対応人員の確認（夜間の参集行動確認含む））

情報（気象・海象情報、海上安全情報、波浪推算情報など）の収集及び共有【随時更新】

情報（気象・海象情報、海上安全情報、波浪推算情報など）の収集及び共有【随時更新】

事前防災行動実施に係る準備【連絡会の各機関ごとに行動内容は異なる】

・事前防災行動：コンテナの固縛・段落とし、電源設備等への土のう設置等の止水・防水対策、荷役機械等の固定措置、車両・移動式クレーン・貨物等の移動、

作業船・所有船舶の係留強化・避難、非常用電源の稼働確認、仮設物の固縛、建設機械の退避、災害時使用資機材の作動確認など
・台風の規模や暴風・高潮等の事象に応じて対策が異なる場合があることに留意する。

事前防災行動実施

事前防災行動実施状況の確認（巡視等）及び情報共有

荷役の停止状況の確認及び情報共有

防波堤等の監視・管理
（巡視等）

臨港道路
通行止め
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表 4.2.2 太刀浦・ひびきコンテナターミナルにおける事前防災行動 

事 前 対 策 

実 施 の条件 

· 気象庁の発表する「早期注意情報（警報級の可能性）」におい

て、翌日から 5 日先までに「警報級の可能性」が発表された場合

は、事務局と協議の上、事前対策の実施を判断する。 

対策区部 被害想定 事前対策内容 

浸水対策

コンテナ等の流出 

・コンテナの段落とし（2 段以下） 

※隙間の無いように一塊にコンテナを詰めて蔵置

する。 

・空コンテナの上に実入コンテナを蔵置 

・コンテナの固縛 

・空コンテナをヤード外へ搬出 

※可能な限り海から遠い位置に蔵置する。 

電源設備

の 

機能損失

受変電設備等 ・電気室入口に土嚢を設置 

ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ（走行

装置・ 

減速機等） 

・電装品、電動機、レールクランプ、油圧ユニットを

ビニールシートで養生 

リーファーコンテナ ・非常用電源の準備 

荷役車両の故障 

・ストラドルキャリア（太刀浦）、RTG（ひびき）、構内
シャーシ、フォークリフト等をヤード内の退避場所

（山側）へ移動 

貨物・一般車両の 

流出、火災 
・関係者への注意喚起 

暴風対策

コンテナの倒壊 

・コンテナの段落とし（2 段以下） 

※隙間の無いように一塊にコンテナを詰めて蔵置

する。 

・空コンテナの上に実入コンテナを蔵置 

・コンテナの固縛 

・空コンテナをヤード外へ搬出 

※可能な限り海から遠い位置に蔵置する。 

ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝの逸走・転倒、 

ケーブルリール等損傷 

・ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝを係留位置にてアンカーで固定 

・電源ケーブルの固定 

停電対策 ターミナルの機能停止 ・非常用電源（荷役システム）の準備 
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図 4.2.1 北九州港（太刀浦コンテナターミナル）事前防災行動の実施事例 

令和 2年台風第 10号 （9 月 7 日） 

図 4.2.2 港湾施設のハード対策実施事例 

（受電所の扉を防水扉へ改良） （太刀浦 3号上屋に防潮板の設置）
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４．３ 災害時行動計画

港湾物流機能を継続するため、災害発生後の連絡会構成員の行動を時間経過、災害

状況ごとに取りまとめ、表 4.3.1 災害時行動計画として共有する。 

緊急物資輸送の時間軸は表の左部に、企業物流貨物輸送の時間軸は表の右部に記載

する。 

警報級の台風接近が見込まれる際は、４．１発動基準に基づき連絡会構成員が各々

の活動内容の通り対応する。 

① 台風接近前(事前防災行動)  

（１）注意喚起 

北九州港事業継続推進連絡会事務局は警報級の台風発生が見込まれる際は、連

絡会構成員に注意を促す。 

（２）体制の確立 

連絡会構成員は、相互に連絡をとる必要があるため、所管施設等への被災が生

じても連絡が取れる連絡先の確認を行う。 

（３）事前防災行動 

連絡会構成員は台風等による被害を軽減するため、各構成員の事前防災行動に

よる対応を行う。 

② 台風最接近時(高潮警報が解除されるまで)  

（１）避難 

連絡会構成員は浸水等の恐れのない堤内地の安全な場所へ迅速に避難し、身の

安全を守る。 

（２）安否確認 

連絡会構成員は、職員の安否確認を行う。 

（３）体制の確立 

連絡会構成員は、予め定められた初動対応体制の構築を行う。 

③ 台風通過後(高潮警報が解除後) 

発災後はそれぞれの組織において、職員等の安否確認、通信手段の確保、被害状

況の確認を行う。２．３情報連絡体制に基づき情報共有した後、応急復旧方策を決

定する。当初共有する情報としては、施設及び人員の被害状況、船舶の運航状況、

通常業務の可否等とする。 

④ 応急復旧活動の行動計画 

応急復旧活動の行動計画は、各機関が各々の活動内容に基づき実施する。発災後、

直ちに体制構築および被災状況把握を行った上で、発災後 3日以内に、砂津地区臨

海部防災拠点及び新門司フェリー基地において緊急物資輸送、人員海上輸送を開始

することを目標とし、航路啓開および臨港道路等の応急復旧活動を行う。 
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表 4.3.1 災害時行動計画

29

税関
海上
保安部

九州
運輸局

九州地方
整備局

北九州市
港湾空港局

北九州
港湾建設
協会

砕石会社
北九州埠頭
ＫＣＴ
ＨＣＴ

フェリー
会社

海運
事業者

油槽所
港運
事業者

（港運協会）
水先人会

・海外からの
物資の通関
・その他輸出
入業務等

・沿岸部の被
災情報収集
・航行警報等
の発出

・所管事業者
の被災情報
収集
・フェリー運
航手続き等

・施設の点検
・応急復旧

・施設の点
検、応急復
旧等
・情報とりまと
め

・湾内障害物
等の調査、
撤去
・施設の応急
復旧等

・応急復旧に
要する石材
の提供等

・関連施設の
応急復旧

・フェリー運
航の再開

・物資輸送船
舶の運航

・入出荷業務
の再開

・荷役機械等
の調査、応
急復旧等
・荷役等の実
施

・水先業務の
実施

・点検、応急
復旧、道路啓
開等

企
業
物
流

貨
物
輸
送

職員の
安否確認

※道路啓開活動　：　道路管理者が危険箇所、災害箇所については応急措置を行い、速やかに交通を確保する。

参集
点検

応急復旧
物資等の
輸送

活動内容

緊
急
物
資

輸
送

港湾業務

道路
業務

応
急
復
旧
復
旧
活
動

連
携

直

前
予

防
対

応

台
風
接
近
前
台
風
通
過
後

～

３
日

８日以降は、本格復旧・復興に向けて、災害復旧事業へ移行

体制設置

企業物流貨物
輸送船の入
港・着岸・荷役
作業等の実施

～

７
日

緊急物資輸送
船の入港・着
岸・荷役作業
等の実施

岸壁・
ヤード等
の応急
復旧活動

航路啓開

直

前
予

防
対

応

～

2
4
時
間

～

2
4
時
間

施設被災
状況の
点検等

所管施設等の被災状況調査、関係者等の被災情報収集

被災情報及び港湾施設の使用可否状況の調査結果の集約、情報共有

応急復旧活動

復旧活動状況の情報共有・結果の確認

緊急物資輸送船
運航体制構築

道路啓開
活動

施
設
点
検

応
急
復
旧

企
業
物
流

貨
物
輸
送

要
員
・資
機
材
等
の
輸
送

荷役作業
実施

水先業務
実施

協定による協力要請港湾運送事業法
に基づくもの

緊
急
物
資
輸
送

応急復旧方策の決定

航行船舶へ
情報提供

関係者間による作業分担等の調整

荷役体制
構築

水先体制
構築

安全確認
入港許可

ﾌｪﾘｰ営業
再開許可

（必要時）
公益命令

緊急物資輸
送船の運航

職員の安否確認、参集

初動対応体制の構築

応急復旧活動

緊急物資輸
送船の運航

荷役作業
実施

水先業務
実施

荷役体制
構築

水先体制
構築

安全確認
入港許可

（必要時）
公益命令

企業物流貨物輸送船
運航体制構築

施設利用
再開

輸送船の
運航

ﾌｪﾘｰ営業
再開許可

輸送船の
運航

応急復旧
活動

協定による作業依頼

港湾施設
利用許可

緊急物資
輸送の要請

港湾施設
利用許可

航行船舶へ
情報提供

通関等の
実施

通関体制等
構築

応急復旧
活動

港湾運送事業法
に基づくもの

応急復旧

活動

参
集

体
制
設
置

BCP発動 （警報級の台風が発生し、港湾施設等に甚大な被害が発生し、又は発生するおそれが予想される場合。）

情報収集、注意喚起、事前防災行動
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４．４ ガレキ等の仮置き場の配置・容量 

発災後、港湾を復旧・復興の活動拠点として活用するためには関係行政機関や港湾

関係団体、民間事業者との調整が必要である。このため、災害時に発生するガレキの

仮置き場の配置・容量について、「北九州港航路等啓開要領（平成 31 年 1 月）」に

基づき整理する。 

図 4.4.1 揚収物の陸揚げ場所（候補地）位置図 

「北九州港航路等啓開要領（平成３１年１月）」より
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表 4.4.1 陸揚げ場所（候補地）一覧 

地区 番号 施設名 施設延長
（ｍ）

取付延長
（ｍ）

エプロン幅
（ｍ）

所定水深
（ｍ）

荷さばき地面積
（㎡）

新門司１・２号岸壁 181.02 15.00 10.0 -5.5 6,371.21
新門司３号岸壁 130.00 34.00 20.0 -7.5 4,499.68
新門司北１号岸壁 60.00 20.00 15.0 -4.5
新門司北２号岸壁 60.00 ― 15.0 -4.5
新門司北３号岸壁 90.00 ― 15.0 -5.5 4,161.02
新門司北４号岸壁 90.00 ― 15.0 -5.5 4,152.34
新門司北９号岸壁 185.090 ― 20.0 -10.0 10,427.00
太刀浦２～６号岸壁 925.000 ― 20.0 -10.0 29,783.74
太刀浦１３号～１６号岸壁 240.00 56.06 15.0 -4.5 10,377.60
太刀浦１８～２５号岸壁 480.00 14.92 15.0 -4.5 8,575.44
太刀浦２６・２７号岸壁 120.00 10.00 15.0 -4.5 6,632.89
太刀浦２８号岸壁 185.00 ― 20.0 -10.0 6,005.78
太刀浦３５～３７号岸壁 180.00 10.48 15.0 -4.5 6,063.95
田野浦５・６号岸壁 340.70 22.00 12.0 -9.0
田野浦７号岸壁 170.10 11.00 12.0 -9.0
門司１・２号岸壁 420.00 ― 20.0 -11.0 11,130.50
門司３～５号岸壁 437.69 ― 9.0 -10.0
門司６号岸壁 188.00 ― 20.0 -10.0
門司７号岸壁 231.00 ― 9.0 -10.0
門司８～１０号岸壁 526.53 46.05 15.0 -11.0 10,596.57

7 高浜１～４号岸壁 239.25 28.30 8.0 -4.5 6,716.57
日明東３～６号岸壁 805.10 5.27 20.0 -11.0 63,847.48
日明東７号岸壁 220.47 30.00 20.0 -12.0 14,201.70
日明北２号岸壁 90.00 10.20 15.0 -5.5 4,867.39
日明北３・４号岸壁 180.00 40.00 15.0 -5.5 8,165.07
堺川３～５号岸壁 180.20 ― 8.0 -4.5 6,450.46
堺川６・７号岸壁 260.20 38.80 8.0 -7.5 7,608.37
戸畑１・２号岸壁 170.00 ― 10.0 -6.0 3,072.02
戸畑６～８号岸壁 305.85 ― 7.0 -6.0 4,785.41
黒崎１・２号岸壁 331.40 ― 8.0 -8.0 9,153.11
黒崎３～７号岸壁 310.00 ― 9.0 -4.5 7,797.83
二島１号岸壁 130.00 30.00 20.0 -7.5 9,736.91
二島２号岸壁 90.00 ― 20.0 -5.5 6,863.74

13 北湊５～８号岸壁 320.60 81.00 8.0 -5.0 10,227.20
響灘南０号岸壁 170.00 29.60 20.0 -10.0 18,985.46
響灘南１号岸壁 185.46 20.00 20.0 -10.0 9,405.84
響灘南２号岸壁 185.00 ― 20.0 -10.0 13,833.51
響灘南３号岸壁 165.00 ― 20.0 -9.0 12,371.70
響灘南４号岸壁 160.00 30.00 20.0 -9.0 12,356.24
安瀬８－１～５号岸壁 450.00 80.00 15.0 -5.5 18,715.68

5,376.07

12

14

5

6

15,931.03

47,851.77

門司

小倉

洞海

1

2

3

4

8

9

10

11

「北九州港航路等啓開要領（平成３１年１月）」を踏まえ作成 



32 

４．５ 情報収集・情報共有体制 

危機的事象の直前・発生時において、関係者間で情報共有を確保することは最重要

課題である。「２．３情報連絡体制」で構築する連絡体制表に基づき各機関との情報

共有に努める。

（１）情報収集体制 

地震・津波情報、台風等の接近により、高潮・暴風の発生が予想される場合は、

ＴＶ、ラジオ、気象情報サイト等のほか、気象庁他関係機関のホームページにより

減災のための情報収集を行うものとする。【所管】 

○防災情報北九州【北九州市危機管理課】 

http://kitakyushu.bosai.info/hinan/index.html 

○防災アプリハザードン【北九州市危機管理課】 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kiki-kanri/13801235.html 

○気象庁【国土交通省】 

http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

○九州防災ポータルサイト【国土交通省九州地方整備局】 

http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/kyusyubosai/ 

○リアルタイムナウファス【国土交通省港湾局】 

https://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/index.html 

○海の安全情報【海上保安庁】 

https://www6.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/ 

○福岡県総合防災情報【福岡県県土整備部】 

http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis/info/top/menu 

（２）情報共有体制 

連絡会構成員の間において、電話やＦＡＸ・メール等を活用し、被災情報を迅速

に共有する。 
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５．マネジメント計画 

５．１ 事前対策 

台風・高潮等の自然災害発生後の対応を迅速かつ的確に実施するため、取組むべき事前

対策を以下に示す。 

表 5.1.1 北九州港における事前対策 

区分 項目 事前対策 実施機関

通信手段の確保
災害時における連絡会構成員との情報通信手段を
確保する。

復旧等に必要な情報の
維持

応急復旧等に必要な文書や図面などの情報につい
ては、平時から適切に保管するとともに、可能な限り
バックアップに努める。

災害時における各種
協定の締結

災害時における緊急物資の輸送や応急復旧に必
要な資機材・人員などの提供について協定の締結
を行い、円滑に活動できる環境づくりを進める。

北九州港ＢＣＰの
関係団体・企業等への
伝達・反映

連絡会構成員は本ＢＣＰを関係団体・企業等へ伝
達すると共に、各団体・企業等のＢＣＰに反映させ
る。

北九州港ＢＣＰの見直し
最新の情報や知見等を踏まえ、北九州港ＢＣＰを
適宜更新する。

事前防災行動の確認
事前防災行動の対応内容、対応方法について適宜
更新する。

・北九州市港湾空港局

被災点検項目の確認
港湾施設の復旧を考慮した被災点検項目及び内
容を確認する。

・九州地方整備局
・北九州市港湾空港局

燃料等の物資の確保
応急復旧に必要な船舶や車両等の燃料や資材及
び食糧等の物資確保について検討する。

非常用電源の確保
オペレーションシステム、リーファー及び照明灯等の
ための非常用電源を確保する。

ガレキや漂流物の仮置き
場の選定

航路や泊地を早期に啓開するため、予めガレキや
漂流物の仮置場の候補地を選定する。

・北九州市港湾空港局

船舶の入出港手続きに
関する対応
（情報システム）

災害に伴い、ＮＡＣＣＳシステムが運用できない場合
に備え、船舶の入出港手続きに関する対応のマ
ニュアル化等について検討する。

・門司税関
・北九州市港湾空港局

荷役機械の代替方策等
の検討

ガントリークレーン等の荷役機械が故障した場合の
代替方策等を検討する。

・北九州市港湾空港局
・各港運協会
・北九州埠頭㈱
・関門コンテナターミナル㈱
・ひびきコンテナターミナル㈱

代替港湾の検討
北九州港が利用できない場合の代替港湾（下関
港）との連携について検討する。

・九州地方整備局
・下関市港湾局
・北九州市港湾空港局

初動時の
円滑化

・全ての構成員

物資輸送
の円滑化

・全ての構成員
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５．２ 関連する協定 

【復旧関連】 

①災害時の協力に関する協定書（H29.4.11） 

北九州市、（一財）海上災害防止センター 

・ 災害時の対応への助言、現場への出動、物質の分析、又は被害拡大防止のための

緊急措置 

・ 知識向上のための研修等の協力 

②災害発生時における応急対策業務等に関する包括的協定書（H28.1.5） 

九州地方整備局、港湾管理者、（一社）日本埋立浚渫協会、九州港湾空港建設協会連

合会、山口県港湾建設協会、（一社）日本海上起重技術協会九州支部、全国浚渫業協

会西日本支部、（一社）日本潜水協会九州支部、（一社）海洋調査協会、（一社）港湾技

術コンサルタンツ協会 

· 災害時の港湾施設等の被災箇所の被災状況の調査 

· 被災箇所の緊急的な応急対策の実施 

③災害時における緊急対策にかかる応援協力に関する協定（H26.3.12） 

北九州市、柴田砕石工業㈱、新門司砕石工業㈱、㈱ヤナイ 

· 災害時の緊急対策の実施に必要な石材等の提供 

④災害時における応急対策業務の協力に関する基本協定（H20.7.22） 

北九州市、北九州港湾建設協会 

・ 災害時の応急対策に必要な要員、資機材等の提供 

・ 被害状況の把握、損害箇所の応急措置 

【運送関連】 

⑤災害時における船舶での輸送等の協力に関する協定（H27.3.11） 

北九州市、オーシャントランス㈱、阪九フェリー㈱、松山・小倉フェリー㈱、 

㈱名門大洋フェリー 

・ 災害救助に必要な食料、物資等の輸送 

・ 災害時の応急対策に必要な要員、資機材等の輸送 

・ 被災者の輸送 

・ その他船舶による輸送 

⑥災害時における石油類燃料の供給等に関する協定（H26.3.11） 

 北九州市、福岡県石油商業・協同組合北九州支部 

· 緊急車両等への優先供給 

· 行政施設、災害拠点病院の自家発電設備への優先供給 

⑦災害時における緊急輸送の協力に関する協定（H24.6.1） 

北九州市、公益社団法人福岡県トラック協会 

· 災害時の応急対策に必要な資機材や生活物資等の輸送業務 

· その他の車両による支援業務 

※②～⑤は本連絡会会員を含む協定である。 
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５．３ 教育・訓練  

台風・高潮等発生後の緊急物資輸送及び企業物流貨物輸送を迅速かつ的確に実施し

ていくためには、港湾関係者間の連携・協働が必要不可欠である。 

北九州港ＢＣＰ【台風編】の実効性の向上を図るとともに、普段から災害に対する

意識の向上を図るため、適宜、教育・訓練を実施する。 

本ＢＣＰを実効性の高いものとするためには、連絡会の構成員等関係者が本ＢＣＰ

の重要性を十分認識することが必要で、そのためには、継続的な教育・訓練の実施が

不可欠である。 

具体的には、関係者に本ＢＣＰの必要性、想定される危機的事象の知識、各々に求

められる役割等について、認識や理解を高める教育を行い、さらに訓練を実施する必

要がある。 

これまでも、北九州市総合防災訓練の中で、緊急物資輸送訓練を兼ねた浅野１号岸

壁を活用した海上輸送連携訓練や情報伝達訓練を行ってきたが、今後も、港湾ＢＣＰ

の実効性を維持するためには、体制変更、人事異動、新規採用等による新しい責任者

や担当者に対する教育が特に重要であることから、本市危機管理室と協議しながら、

関係者に対し、毎年、本ＢＣＰを理解するための研修、現場での実作業を伴う現地総

合訓練及び机上・情報伝達訓練などを行う予定である。

５．４ 見直し・改善 

北九州港ＢＣＰ【台風編】の実効性を高めるため、教育・訓練などを通じて課題の抽出を

行い、連絡会においてＰＤＣＡサイクルの手法により、継続的に見直し・改善を行っていくものと

する。 

本計画は、多様な機関が関係することから、策定当初から高い実効性を備えること

ができるものではない。 

そのため、計画内容の定期的な点検作業を通じて、関係者における災害対策・連携

方策等に関する意見交換を行い、本計画の問題点を洗い出し、その是正の必要性の有

無について検討し、随時計画を更新していくことが必要となる。 

また、実際に台風・高潮等の自然災害が発生した際にも、情報の収集、記録の整理

を行い、今後の改善に活かすこととする。 

すなわち図 5.4.1 に示す継続的改善サイクル（ＰＤＣＡサイクル）によるスパイラ

ルアップに努めることで、より実効性の高い計画に更新し、継続的な港湾物流機能の

確保を図っていく。 

そこで、教育・訓練などを通じて課題の抽出を行うとともに、連絡会を適宜開催し、

連絡体制の確認及び計画の点検等を行う場として活用する。 



36 

図 5.4.1 ＰＤＣＡサイクルによる継続的改善のイメージ 

５．５ 今後の課題

今後、本計画に対する主な課題として、以下の事項が挙げられる。 

① ハード・ソフト一体となった防災・減災対策 

② 作業船係留場所や重機保管場所の検討 

③ 周辺港湾管理者等との連携 

① 本ＢＣＰは、過去北九州港で甚大な被害をもたらした平成 11 年台風第 18 号規模の

台風が来襲したことを前提に策定している。一方近年、日本各地で高潮・高波・暴

風などの台風被害が頻発化・激甚化しており、そのような危機的事象にどう対応す

るかが大きな課題となっている。北九州港においても港湾施設改修などのハード対

策だけではなく、訓練や啓発活動により普段から災害に対する意識の向上を図るこ

とが重要である。 

② 全国的に作業船の係留場所の不足や災害時に必要な重機の保管場所が不明確とい

った課題があり、北九州港においても災害後、復旧工事に必要な重機や作業船等の

調達に時間を要する懸念がある。これらの課題に対応するため、作業船や重機を所

有する建設業者等関係者と連携し、復旧に必要な作業船や重機の数量、保管場所を

検討する。 

③ 平時から関門航路を管理する国、隣接する下関港及び周辺港との連絡体制を構築し、

連携していくことで、災害時の漂流物の撤去など、早期の復旧につなげることが重

要である。 

PLAN

計画の策定
BCMの推進体制と役割

DO

対策の実施
教育・訓練の実施

CHECK

点検・是正処置

ACT

計画の見直し
持続的改善持続的改善



37 

参考資料 

· 防災・減災、国土強靭化のための 3 か年緊急対策（平成 30年 12 月 14 日） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jyuyouinfura/sankanen/siryou1.pdf 

· 港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイドライン（改訂版）（平成 31年 3月） 

https://www.mlit.go.jp/common/001282935.pdf 

· 港湾の事業継続計画策定ガイドライン（改訂版）（令和 2年 5月） 

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001345833.pdf 

· 港湾等に来襲する想定を超えた高潮・高波・暴風対策検討委員会最終とりまとめ（令和2年 5

月 29 日） 

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk7_000025.html 


